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ノ

二

ヽ

筏
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三
朝
町
良
美
共
演
条
例
の
-
部
改
正
に
つ
い
て

次
の
と
お
り
三
朝
町
良
美
共
済
条
例
の
t
都
を
改
正
す
る
こ
と
忙
つ
い
て
'

地
方
自
治
法
　
(
昭

和
二
十
二
年
鋲
串
第
六
十
七
号
)
第
九
十
六
条
第
一
項
の
及
定
に
上
･
S
h
'
本
議
会
ノ
の
議
決
を
求
め

-

　

る

｡

昭
和
四
十
四
年
三
月
十
1
日

三

朝

町

長

　

　

家

　

出

　

雅

　

巳

栗
窯
誓
春
用
毒
弐
日
原
嚢
可
決

ェ
覇
町
議
会
組
長
　
教
習
車
鰻
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町

農

喪

共

済

条

例

の

1

部

を

改

正

す

る

条

例

三
　
朝
町
虚
業
共
済
条
例

第
三
十
三
条
第
1
号
車

を
　
｢
無
事
も
ど
し
準
備
金
｣

第
三
十
六
粂
第
二
`
塊
中

(
昭
和
-
d
t
J
年
五
胡
吋
条
例
-
I
 
u
D
)
の
蒜
を
次
の
よ
う
に
慧
す
る
｡

｢
法
定
慧
金
｣
を
｢
不
霊
て
ん
補
準
備
金
｣
-
め
､
同
条
-
号
中
｢
笠
も
ど
し
嶺
立
金
｣

に
改
め
る
｡

｣

｢
無
事
も
ど
し
横
立
食
｣
を
｢
無
事
も
ど
し
準
備
金
｣
に
改
め
る
o

喜

ー

f

　

/

ー

ノ

.

月

.

‥
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1

　

ノ

｡

l

若

菜

菅

嘗
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J

苧

･

軒
五
十
条
を
次
の
を
つ
に
改
め
る
0

･

･

一

(
共
済
金
額
の
削
滅
)

第
芋
条
こ
の
町
は
､
-
共
済
-
済
金
の
-
に
不
足
量
ず
る
署
に
竺
共
済
-
の
種
警
と
に
､
次
の
各
号
に

掲
げ
る
金
額
の
合
計
警
そ
の
-
-
て
､
な
空
小
足
を
-
る
場
合
に
誓
､
共
済
金
警
削
掌
る
こ
と
が
で
き
る
o

l
　
莞
十
条
竺
号
の
勘
定
に
係
る
第
九
十
三
条
第
二
項
-
足
金
て
ん
-
備
金
の
金
敬
の
う
ち
当
該
共
済
昆
の
霊

に
係
る
不
足
金
の
支
払
に
充
て
る
べ
き
額
と
し
て
-
計
牛
-
で
の
共
-
的
の
種
類
こ
と
の
笠
の
差
警
葦
と
し

て
町
長
が
議
会
の
議
決
を
警
-
た
金
額
(
-
｢
糞
-
足
金
て
ん
補
準
鳩
金
内
訳
額
｣
と
い
う
こ

こ
莞
十
条
竺
号
の
勘
定
に
-
第
九
十
五
条
第
二
-
無
事
も
ど
し
準
備
金
の
金
額
の
う
ち
当
雲
誓
約
の
種
欝

係
る
警
し
て
前
会
計
年
-
で
-
-
的
の
種
-
と
の
-
の
差
-
基
準
と
し
て
町
長
が
議
会
の
議
決
を
讐
定

め
た
金
額
(
以
下
｢
重
森
無
事
も
ど
し
準
備
金
内
訳
讐
と
い
う
0
)
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∵
㍉
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∴
-
∴
∴
二
∴
∴
㍉
∴
＼



額
(
以
下
｢
秦
繭
特
別
積
立
金
内
訳
額
｣
と
い
う
こ

第
五
十
三
条
要
項
中
｢
無
事
も
ど
し
横
芸
｣
を
｢
-
も
ど
し
準
備
金
｣
に
改
め
る
0

第
九
十
三
条
(
見
出
し
-
む
こ
申
｢
法
定
讐
芸
｣
を
｢
不
足
金
て
ん
補
準
備
金
｣
に
改
め
る
o

慧
十
芸
の
見
出
し
及
び
同
条
竺
項
中
｢
法
定
-
金
｣
を
｢
不
足
金
て
ん
補
準
備
空
に
改
め
､
同
条
警
告
｢
重

商
法
定
警
鳶
訳
苧
-
-
-
金
て
ん
補
準
備
金
内
訳
讐
に
､
｢
法
定
-
金
｣
を
宗
足
金
て
ん
輔
準
慧
｣
に

改
め
る
o

莞

十

五

条

(

見

出

し

を

含

む

C

)

中

｢

-

も

ど

し

接

-

を

｢

-

も

ど

し

準

備

金

｣

に

,

｢

-

積

蓋

｣

を

｢

不

足
金
て
ん
補
準
備
金
｣
に
改
め
る
o

第
九
十
六
条
の
見
出
し
及
び
同
条
竺
項
中
｢
-
も
ど
し
-
金
｣
を
｢
無
事
も
ど
し
準
備
金
｣
に
,
｢
法
定
翌
金
｣
を

｢
不
足
金
て
ん
禰
蔑
金
｣
に
攻
め
､
同
条
第
二
碩
中
｢
東
-
定
-
金
-
空
を
｢
姦
-
足
金
て
ん
補
準
備
金
内
訳
額

及
び
霊
特
別
警
金
内
訳
空
に
､
｢
無
事
も
ど
し
槙
立
金
｣
を
｢
-
も
ど
し
準
備
金
内
訳
顔
｣
盗
め
る
｡

第
九
十
七
条
竺
項
お
よ
び
竺
項
中
｢
法
定
積
立
金
｣
を
｢
不
足
金
て
ん
補
準
備
金
｣
に
､
｢
笠
も
ど
し
讐
葺
を

｢
無
苦
ど
し
準
備
空
に
改
め
､
同
条
-
項
中
｢
法
-
-
を
1
不
足
-
ん
補
準
備
金
｣
-
め
､
同
条
第
聖
若

｢
虫
歯
空
疋
笠
金
内
訳
-
‥
垂
-
足
金
て
ん
補
準
備
金
内
訳
讐
に
､
｢
法
定
横
-
を
｢
不
霊
て
ん
捕
準
備
金
｣

に
､
｢
特
別
積
葺
を
｢
泰
-
済
に
あ
つ
て
は
当
該
共
-
的
の
種
-
係
る
垂
-
別
棟
立
金
内
訳
額
､
家
畜
共
済
に
あ

つ
て
は
特
別
頗
立
金
｣
に
改
め
る
｡

第
九
十
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
｡

(
無
事
も
ど
し
準
備
金
等
の
不
足
金
て
ん
袖
へ
の
充
当
)

第

九

十

八

条

こ

の

町

竺

-

十

条

竺

号

か

ら

-

号

ま

で

の

勘

-

と

に

､

毎

会

計

年

度

､

-

-

ん

補

準

備

金

の

金

慧
び
特
別
積
立
金
の
金
警
不
足
金
の
て
ん
補
-
て
､
な
空
小
足
-
ず
る
場
合
に
誓
-
も
ど
し
準
備
金
の
金
警

二
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不
足
金
の
て
ん
補
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
｡
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空

中

｢
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｣

を
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g

(

了

P

1

)

　

(

T

r

)

｣

忙

改

め

る

｡

附
鏡
第
二
中
｢
法
定
棟
立
金
｣
を
｢
不
足
金
て
ん
補
準
備
金
｣
に
改
め
る
｡

別
葬
第
1
中
｢
七
〇
円
｣
を
｢
九
〇
円
｣
に
改
め
る
.

別
表
撃
盲
｢
X
J
0
0
0
円
｣
を
｢
八
､
0
0
0
円
｣
に
改
め
る
｡

別
表
舞
g
L
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
O
o
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則

こ
の
条
例
竺
　
鳥
取
県
知
事
の
認
可
の
あ
っ
た
E
n
か
ら
義
行
し
､
殖
和
四
十
鴎
年
四
月
l
 
B
か
ら
適
用

す
る
0
た
だ
し
､
改
.
正
後
の
附
偉
第
一
壮
}
確
御
座
十
三
会
計
年
度
の
決
算
紅
係
る
耕
唐
金
の
処
分
か
ら

藩
用
す
る
｡
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